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専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
　
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
百
七
十
九
条
第
l
項
の
規
定
忙

よ
少
､
次
の
と
か
わ
専
決
処
分
を
し
た
の
で
'
同
法
同
条
第
三
項
の
規
定
把
よ
り
､
こ
れ
を

本
義
会
に
報
告
し
て
蔑
記
を
求
め
る
｡

昭
和
四
十
四
年
五
月
二
十
l
　
日

昭
和
四
冶

三
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書

地
方
自
浄
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
棒
第
六
十
七
号
)
第
首
七
十
九
琴
第
f
項
の
規
定
托

よ
少
'
三
朝
町
税
条
例
の
r
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
て
､
次
の
と
卦
か
専
決
処
分
を

す
る
｡
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四
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四
月
九
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三
朝
町
条
例
第
十
六
　
号

三
朝
町
税
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
税
条
例
(
昭
和
三
十
二
年
三
朝
町
条
例
第
十
一
号
)
の
l
部
を
次
の
よ
う
忙
改
正
す
る
｡

第
十
八
条
の
四
第
l
項
中
｢
四
十
円
｣
を
｢
五
十
円
｣
に
改
め
る
0

第
二
十
四
衆
寡
l
項
撃
二
号
中
三
+
八
万
円
｣
を
｢
三
十
万
円
｣
に
改
め
る
O

第
二
十
六
条
第
三
頁
中
｢
拍
額
告
聖
者
｣
を
｢
納
入
通
知
書
｣
に
改
め
る
｡

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
を
削
る
｡

撃
二
十
六
条
の
二
第
二
項
中
｢
社
会
保
険
料
控
除
額
｣
の
下
に
｢
､
小
規
模
企
業
共
済
掛
金
控

除
額
｣
を
加
え
､
同
条
第
三
項
中
｢
二
月
末
日
｣
を
二
月
三
十
i
日
｣
陀
改
め
る
.

第
三
十
六
条
の
三
第
i
項
中
｢
撃
姦
第
i
碧
雲
一
十
六
号
｣
を
｢
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七

号
｣
　
把
改
め
る
0

堅
二
十
六
条
の
四
撃
二
軍
中
｢
約
歳
告
知
書
｣
を
｢
納
入
通
知
書
｣
に
改
め
る
.

第
四
十
三
条
第
1
貢
中
｢
政
府
｣
を
｢
胃
の
税
務
官
署
｣
匠
改
め
､
同
条
第
l
表
中
｢
納
期
限

と
す
る
｣
の
下
に
｢
o
次
項
に
お
い
て
W
_
じ
｣
を
撃
た
､
K
:
]
'
誓
〝
･
!
･
次
の
i
項
軍
加
え
る
｡
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所
祷
税
の
納
税
義
務
　
が
佑
正
申
告
書
(
偽
勿
そ
の
他
不
正
の
行
為
把
よ
勿
所
得
税
を
免
れ

又
は
所
得
税
の
還
付
を
受
け
整
所
得
税
の
納
税
義
務
者
が
､
当
該
所
得
税
に
つ
S
て
の
調
査
が

塾
つ
た
J
J
と
匠
よ
り
当
該
所
得
税
.
k
L
つ
い
て
更
正
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
提
出
し
た
当

該
申
告
書
及
び
所
碍
税
の
納
税
義
務
者
が
所
得
税
の
決
定
を
受
け
た
後
に
提
出
し
た
当
該
申
告

書
を
除
-
o
)
を
提
出
し
､
'
又
は
国
の
税
務
官
署
が
所
得
税
の
更
生
(
偽
少
そ
の
他
不
正
の
行

為
に
よ
少
所
得
税
を
免
れ
､
又
は
所
奇
説
の
選
布
を
受
け
,
た
所
得
税
の
納
税
義
務
者
に
つ
い
て

さ
れ
た
当
該
所
祷
税
に
係
る
B
!
T
正
及
び
所
碍
説
の
決
定
が
参
っ
た
後
に
さ
れ
た
当
該
所
得
税
陀

係
る
更
正
を
除
-
0
)
　
を
し
た
こ
と
に
基
冒
し
て
､
第
四
十
条
の
各
納
期
限
か
ら
f
年
を
経
過

す
る
日
後
に
第
二
取
の
規
定
に
よ
う
そ
の
綻
課
し
た
競
窓
を
変
更
し
又
は
賎
課
し
た
場
合
忙
吐

当

該
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を

経

過

す

る

U
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の

翌

u

l

か

ら

第

　

i

　

環

に

規

定

す

る

不

足

税

額

陀
係
.
る
納
税
通
知
書
が
発
せ
ら
れ
た
日
ま
で
の
胡
散
は
､
前
項
に
規
定
す
る
期
間
か
ら
挺
除

す
る
｡

第
四
十
四
条
第
m
g
i
l
甲
甲
｢
二
月
宋
n
.
｣
膏
｢
.
和
言
二
三
･
日
｣
に
､
｢
四
月
二
日
か
ら
五
月
三

十
l
日
ま
で
の
尚
で
要
る
場
合
に
あ
っ
て
拡
七
月
十
｢
u
､
翌
年
の
二
月
中
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
同
月
末
ロ
こ
を
｢
翌
年
の
四
月
中
で
あ
る
場
合
に
は
､
同
月
三
十
m
L
 
k
'
｢
二
月
中
に
｣

を
　
｢
四
月
申
｣
　
に
改
め
る
｡
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･

二一

第
堅
ハ
条
の
二
中
｢
十
月
-
及
び
十
1
月
か
ら
翌
年
三
月
-
｣
を
｢
十
盲
吾
及
び
三

月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
｣
陀
改
め
る
.

第
四
十
七
条
第
一
雷
｢
場
合
に
お
い
て
は
｣
の
↑
k
r
､
特
別
徴
収
の
方
雷
よ
っ
て
徴

収
さ
れ
･
.
"
こ
と
と
-
た
金
額
に
相
当
言
祝
額
は
｣
を
加
え
る
.

第
五
十
三
条
の
七
の
二
中
｢
-
｣
と
あ
る
の
は
｢
遺
-
-
｣
｣
を
｢
｢
支
払
っ
た
給
与
｣

と

芸

の

按

｢

支

払

つ

墓

警

当

等

｣

｣

-

め

､

｢

､

｢

六

月

か

ら

十

月

ま

で

｣

と

あ

る

の
按
｢
四
月
か
ら
十
月
ま
で
｣
と
｣
を
削
る
.

第
五
十
三
条
の
十
竺
項
､
第
六
十
五
条
-
-
び
第
七
十
五
条
竺
雷
｢
納
警
知

等
｣
を
｢
納
入
通
知
書
｣
に
改
め
る
.

撃
八
十
四
衆
望
項
中
｢
-
該
還
-
べ
-
額
及
び
こ
れ
匠
係
る
致
芸
の
納
付
が
あ

っ
雷
の
と
み
-
て
､
法
第
十
七
条
の
関
空
項
｣
を
｢
を
法
-
七
条
の
四
第
二
芸
号

阿
掲
げ
る
日
と
み
夜
し
て
､
同
項
｣
に
改
め
る
0

第
八
十
八
条
竺
項
中
｢
納
額
告
知
書
｣
を
｢
納
入
通
慧
三
に
改
め
る
.
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第
九
十
八
乗
及
び
第
育
三
発
露
1
項
第
四
号
中
｢
法
附
則
第
六
十
七
項
叉
綻
窮
九
十
七
褒
｣

を
｢
法
附
則
第
三
十
-
条
第
1
韻
文
は
舞
二
項
｣
に
改
め
る
.

欝
首
八
粂
撃
二
軍
甲
｢
納
額
告
知
書
｣
を
｢
納
入
通
知
書
｣
陀
改
め
る
.

第
盲
十
条
の
二
中
｢
法
附
則
聖
ハ
十
七
項
叉
は
苧
空
･
七
束
｣
を
｢
法
附
則
撃
二
十
-
条
第

一
項
叉
は
第
二
項
｣
に
改
め
る
｡

窮
百
十
五
条
第
三
項
及
び
.
舞
盲
二
十
五
条
撃
二
項
中
｢
納
観
告
知
書
｣
を
｢
納
入
通
知
等
｣

忙
改
め
る
O

附

則

(
施
行
摂
日
)

飴
1
条
　
こ
の
条
例
は
､
云
f
二
心
の
日
か
ら
施
行
す
る
.

(
町
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
)

撃
一
条
　
別
段
の
定
め
が
参
る
も
の
を
除
き
'
改
正
後
の
三
朝
町
税
条
例
(
以
下
｢
新
発
例
｣
と

S
う
.
)
の
規
定
中
個
人
の
町
民
税
に
関
す
る
整
骨
綻
p
輔
和
讐
T
g
i
年
度
分
の
個
人
の
町
民

税
か
ら
適
用
し
､
昭
和
四
十
三
年
床
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
S
て
蛙
､
夜
を
従
前
の
例

.
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忙
よ
る
.

新
条
例
霧
四
十
三
条
撃
二
項
の
規
定
は
､
こ
の
条
例
の
億
行
の
日
以
後
に
納
付
さ
れ
る
個
人

の
町
民
税
托
係
る
延
滞
金
に
つ
S
て
適
用
す
る
O

新
条
例
第
五
十
三
条
の
七
の
二
の
規
定
は
､
施
行
日
以
後
匠
徴
収
し
た
納
入
金
を
納
入
す
る

場
合
忙
つ
い
て
適
用
し
､
同
日
前
忙
徴
収
し
た
納
入
金
に
つ
い
て
蛙
､
な
お
従
前
の
例
忙
よ
る
.

こ
の
場
合
托
お
い
て
､
同
日
か
ら
昭
和
四
十
四
年
五
月
三
十
盲
ま
で
の
蘭
に
徴
収
す
る
納

入
金
の
納
入
陀
対
す
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
,
同
集
中
｢
｢
申
告
納
入
｣
と
｣
と

あ

る

の

絞

､

｢

｢

申

告

納

入

と

｣

と

､

｢

六

月

か

ら

三

月

ま

で

｣

と

参

る

の

は

｢

四

月

か

ら

十

l

月

ま

で

｣

と

｣

と

す

る

.


